
株式会社トーメンデバイス　ESGデータ集

ESG SDGs 内容 2021/3 2022/3 2023/3
GHG排出量実績（Scope1、2）（※1、2,、3） 63.62 t-CO₂ 55.22 t-CO₂ 85.68 t-CO₂  2030年までに2019年（76.91 t-CO₂)⽐50％削減
GHG排出量実績（Scope3）（※4）  
 カテゴリー４（輸送（上流））（※5） ー  ー  1634.33 t-CO₂
 カテゴリー６（出張）（※6） ー  39.99 t-CO₂ 115.4 t-CO₂
 カテゴリー７（通勤）（※7） ー  10.01 t-CO₂ 21.99 t-CO₂

  品質マネジメントシステムISO9001
  環境マネジメントシステムISO14001

従業員数（正社員） 108⼈ 108⼈ 103⼈
 うち⼥性社員⽐率 22.2% 23.1% 24.3%
管理職者数 41⼈ 43⼈ 42⼈
 うち⼥性管理職⽐率 0.0% 0.0% 0.0%  2030年までに管理職に占める⼥性社員の割合10％程度
 うち外国⼈管理職⽐率 12.1% 11.6% 16.7%  2021年度の実績11%程度を維持
 うち中途社員管理職⽐率 70.7% 67.4% 71.4%  2021年度の実績60%程度を維持
採⽤した⼥性従業員の総合職の割合 0.0% 0.0% 0.0%  2025年までに採⽤した労働者に占める⼥性社員(総合職)の割合20％以上
有給休暇取得率 66.8% 72.3% 83.9%  全社員平均70％以上
男性の育児休暇取得率 0.0% 0.0% 100.0%  2025年までに男性の育児休業取得率50％以上
障がい者実雇⽤率 1.9% 1.9% 1.7%
 （法定雇⽤障がい者数) (2⼈) (2⼈) (2⼈)
 （実雇⽤障がい者数） (2⼈) (2⼈) (2⼈)
⼀⼈当たりの研修時間 -                              -                              14時間14分  2025年3⽉までに20時間以上
取締役数 8⼈ 8⼈ 9⼈
 うち⼥性取締役数 1⼈ 1⼈ 1⼈
 うち独⽴社外取締役 2⼈ 2⼈ 4⼈
独⽴社外取締役⽐率 25.0% 25.0% 44.4%
⼥性取締役⽐率 12.5% 12.5% 11.1%
監査役員数 3⼈ 3⼈ 3⼈
 うち独⽴社外監査役 2⼈ 2⼈ 2⼈
独⽴社外監査役⽐率 66.7% 66.7% 66.7%
取締役の平均年齢 58.0才 58.9才 58.9才
取締役任期 1年 1年 1年
取締役会開催回数 12回 12回 12回
取締役会出席率 98.6% 99.3% 99.5%
監査役会開催回数 12回 12回 12回
監査役会出席率 100% 100% 100%
役員⼈事委員数 -                              3⼈ 6⼈
 うち独⽴社外取締役数 -                              2⼈ 4⼈
役員⼈事委員会開催回数 -                              3回 4回
役員報酬委員数 -                              3⼈ 6⼈
 うち独⽴社外取締役数 -                              2⼈ 4⼈
役員報酬委員会開催回数 -                              １回 2回
特別委員数 -                              4⼈ 6⼈
 うち独⽴社外役員数 -                              4⼈ 6⼈
特別委員会開催回数 -                              2回 4回

 （※1）2022/3から2023/3で排出量が増加した要因は、2022年1⽉より⾃社倉庫が稼働したことによるものです。 
（※2）Scope1、2に限り算定期間は1〜12⽉となります。（例：2023年3⽉期→ 算定期間2022年1⽉〜2022年12⽉）
（※3）単体+連結⼦会社での排出量
（※4）単体での排出量
（※5）カテゴリー４  算定範囲：トーメンデバイスが海外から輸⼊する航空便輸送及び海外へ輸出する航空便輸送にともなう温室効果ガス排出量、並びにトーメンデバイスが荷主となる国内輸送（トラック輸送）にともなう温室効果ガス排出

  算定基準：「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(Ver4.9)」に基づき算定なお、2021年度におけるScope３カテゴリー4の排出量は、算定に必要なデータの収集が困難なため、算定対象から除外しています。
（※6）カテゴリー６  算定範囲：トーメンデバイスの国内従業員の出張にともなう温室効果ガス排出

  算定基準：「交通区分別の交通費⽀給額」に「排出原単位」を乗じて算定「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドラインVer.2.4」に基づき、「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース（Ver3.3）の排出原単位を使⽤
（※7）カテゴリー７  算定範囲：トーメンデバイスの国内従業員の通勤にともなう温室効果ガス排出

  算定基準：「交通区分別の交通費⽀給額」に「排出原単位」を乗じて算定「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドラインVer.2.4」に基づき、「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース（Ver3.3）の排出原単位を使⽤
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